










特 記 仕 様 書 

 
１．この仕様書は、韮崎市下水道事業（以下｢委託者｣という。）が管理する別紙

一覧表に記載するマンホールポンプの保守管理に関する作業に適用する。 
 
２．保守管理について次の作業を行うものとする。 
（１）日常点検 

マンホールポンプに関する機械設備・電気設備及び付帯設備について点

検し、その機能が適正に保たれるよう調整及び補修を年３回実施するも

のとし、実施時期については、監督員との協議により定めるものとする。 
① 点検内容 
・ポンプ運転状態の確認（運転電流・運転時間の確認及び記録とエアー抜

き状態の確認） 
・ポンプ設備の目視による確認 
・水位計の動作確認 
・保護装置の動作確認 
・絶縁抵抗値の測定 
・ポンプ槽内の汚れ・付着の確認 

 
（２）清掃作業 
   マンホール内の堆積物及び内壁や機器に付着した汚物を取り除くため

に、高圧洗浄を年１回実施するものとし、実施時期については、受託者の

技術的判断を基に決定し、書面にて監督員の承諾を受けること。 
 
（３）定期点検 
① 点検内容（ポンプの引上げ点検及び清掃作業 年１回） 
・マンホール内の高圧洗浄 
・ポンプの着脱がスムーズに出来るかを確認 
・ポンプの閉塞状態や羽根車の消耗・破損・異物の確認 
・水位計の点検・清掃・オイルチェック（必要に応じてオイル交換） 
※但し、オイル交換時、オイルプラグの締め付けはインパクトレンチを 

使用せず、必ず手締めで行うこと。 
 
（４）緊急時の作業 
  マンホールポンプに異常が発生し、自動通報等による連絡があったとき

は、受託者が早急（事故当日）に適切な処置を行うものとする。また、災



害発生時・停電や事故等の間接的な原因によりマンホールポンプが正常に

作動しないときも同様に対応するものとする。 
 
３．保守管理業務は、原則として上記作業内容により行うものとするが、マン

ホールポンプが正常に機能することを目的とするので、協議により作業内

容を見直すことができるものとする。 
 
４．保守管理業務中に機器の取替等の修繕的対応が必要なときは、直ちに監督

員に報告し、協議のうえ適切な処置を行うものとする。なお、費用につい

ては、本契約金額に含まない。 
 
５．東京電力によって停電が行なわれた場合は、マンホールポンプの電源確保

のために必要な発電機等を確保し、適切な措置を講ずるものとする。なお、

費用については、本契約金額に含まない。 
 
６．受託者は、全ての作業について、業務従事者に自社の身分証明書を常に第

三者に判る様に保持するよう指導すること。また、事前に近隣住民に作業

内容等を周知（説明）のうえ、理解と協力を得ること。 
 
７．作業の際、「道路工事交通保安施設設置基準（山梨県）」の遵守及び警察等

との協議により、一般通行者及び車輌、作業員等の安全対策を図ること。 
  （緊急時を除く作業時間については、AM9:00～PM5:00 までを標準とし、

冬季や視界不良時等はその都度考慮すること。） 
 
８．担当課  韮崎市 上下水道課 下水道担当 
       （韮崎市水神一丁目 3番 1号 直通番号：0551-45-9130） 










